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    告     示 

和歌山県告示第1015号 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。）第167条の5第1項の規定に基づ

き、令和2年度遠隔地居住滞納者に対する調査業務委託に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格及

びその資格審査の申請方法等を次のように定める。 

令和2年7月21日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

県 章 

発行 和   歌   山   県 

和歌山市小松原通一丁目1番地 

毎週火、金曜日発行 和歌山県報 
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1 一般競争入札に付する業務の名称及び契約期間 

（1）業務の名称 

令和2年度遠隔地居住滞納者に対する調査業務委託 

（2）契約期間 

契約締結日から令和3年3月31日（水）まで 

2 一般競争入札に参加する者に必要な資格事項 

この一般競争入札に参加することができる者は、令和2年7月21日（火）現在において、次の要件を満

たしている者とする。 

（1）自治法令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 

（2）自治法令第167条の4第2項の規定により一般競争入札への参加を排除されている者でないこと。 

（3）和歌山県が行う一般競争入札に関する入札参加資格を停止されていない者であること。 

（4）国税及び県税に未納がない者であること。 

（5）次のア又はイのいずれにも該当しない者であること。 

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴

力団若しくはその関係者（以下「暴力団等」という。）が経営している者又は暴力団等が経営に実

質的に関与している者 

イ 暴力団等に対する資金等の供給又は便宜の供与を行っている者 

（6）民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者、会社更生

法（平成14年法律第154号）に基づき、更生手続開始の申立てがなされている者又は破産法（平成16年

法律第75号）に基づき、破産手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

（7）入札公告の日から過去5年の間に、当該一般競争入札に付する業務と同種の契約実績を有する者であ

ること。 

（8）債権管理回収業に関する特別措置法（平成10年法律第126号）第3条に規定する法務大臣の許可を受

け、かつ、同法第12条ただし書に規定する法務大臣の承認を受けている者であること。 

（9）探偵業の業務の適正化に関する法律（平成18年法律第60号）第2条第3項に規定する探偵業者である

こと。 

（10）全国的な規模で支店又は支社を有する者であること。 

3 一般競争入札資格審査申請書類及びその配布方法等 

（1）この一般競争入札の参加資格の審査の申請に必要な書類は、次のとおりとする。ただし、資格審査

申請時点で現に有効な和歌山県役務の提供等の契約に係る競争入札参加資格決定通知書を交付されて

いる者にあっては、当該通知書の写しを提出することにより、次のイ、ウ、オ、カ（イ）、キ及びク

に掲げる申請書類に代えることができる。 

ア 一般競争入札参加資格審査申請書 

イ 登記事項証明書（提出日において発行後3か月を経過していないもの） 

ウ 印鑑証明書（提出日において発行後3か月を経過していないもの） 

エ 使用印鑑届 

オ 直近2年分の財務諸表（貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書の写し） 

カ 次に掲げる税金に未納がないことが確認できる納税証明書（提出日において発行後3か月を経過し

ていないもの） 

（ア）法人税並びに消費税及び地方消費税 

（イ）県内に本店、支店その他の事業所を有する者にあっては、和歌山県が課する税（延滞金等を含

む。）全税目 
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キ 役員等に関する調書 

ク 委任状（申請者が代理人を選任した場合） 

ケ 誓約書 

コ 2の（7）に規定する契約実績を証する書類の写し及びその業務内容の分かる仕様書等の資料 

サ 2の（8）から（10）までの事実を確認できる書類の写し 

（2）（1）のア、エ、キ、ク及びケに掲げる申請書類の用紙については、県で定めるものとし、和歌山県

が示す仕様書及びこれらの用紙は、令和2年7月21日（火）から同年8月7日（金）までの和歌山県の休

日を定める条例（平成元年和歌山県条例第39号）第1条第1項に規定する県の休日（以下「県の休日」

という。）を除く日の午前9時から午後5時30分までの間に、5に掲げる場所で配布を行う。 

（3）（1）に掲げる申請書類について質問がある者は、令和2年8月3日（月）午後5時30分までの間に和歌

山県総務部総務管理局税務課に対して書面等（ファクシミリ及び電子メールを含む。）により行うも

のとする。 

4 一般競争入札資格審査申請書類の受付期間及び受付場所 

（1）令和2年7月21日（火）から同年8月7日（金）までの県の休日を除く日の午前9時から午後5時30分ま

での間に、5に掲げる場所で受け付ける。 

（2）郵送により一般競争入札資格審査申請書類を提出する場合は、書留郵便で令和2年8月7日（金）午後

1時までに、和歌山県総務部総務管理局税務課へ必着させること。 

5 一般競争入札資格審査申請書類の配布の場所 

和歌山県総務部総務管理局税務課 

和歌山市小松原通一丁目1番地 

和歌山県庁本館2階 

郵便番号 640-8585 

電話番号 073-441-2183 

ファクシミリ番号 073-423-1192 

電子メールアドレス e0105001＠pref.wakayama.lg.jp 

6 一般競争入札資格審査の結果の通知 

一般競争入札資格審査申請者には、一般競争入札参加資格結果通知書を令和2年8月13日（木）までに

郵送により送付する。 

7 一般競争入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明 

（1）一般競争入札参加資格がないと認められた者は、本県に対し、その理由について説明を求めること

ができる。 

（2）（1）の説明は、一般競争入札参加資格結果通知書による通知を受けた日の翌日から起算して10日

（県の休日を除く。）以内に、書面により求めるものとする。 

（3）（2）の書面は、持参又は書留郵便により提出するものとする。 

（4）説明を求めた者に対しては、当該書面の提出を受けた日の翌日から起算して3日（県の休日を除

く。）以内に書面により回答するものとする。 

（5）（2）の書面の提出先は、5に掲げる場所とする。 

 

和歌山県告示第1016号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第59条第1項の

規定により、指定自立支援医療機関（精神通院医療）を次のとおり指定したので公示する。 

令和2年7月21日 
和歌山県知事 仁 坂 吉 伸 
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医療機関の名称 医療機関の所在地 

主として担当する医師 

（薬剤師）の氏名又は訪問 

看護ステーション等の名称 

指 定 

年月日 

株式会社GRANDIR 和歌山市善明寺415番地 訪問看護ステーションHARE 
令和 

2.7.1 

 

和歌山県告示第1017号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第59条第1項の

規定により、指定自立支援医療機関（精神通院医療）を次のとおり指定したので公示する。 

令和2年7月21日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

医療機関の名称 医療機関の所在地 

主として担当する医師 

（薬剤師）の氏名又は訪問 

看護ステーション等の名称 

指 定 

年月日 

あやめ調剤薬局 和歌山市岩橋313 井畑有美 
令和 

2.7.1 

 

和歌山県告示第1018号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第59条第1項の

規定により、指定自立支援医療機関（精神通院医療）を次のとおり指定したので公示する。 

令和2年7月21日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

医療機関の名称 医療機関の所在地 

主として担当する医師 

（薬剤師）の氏名又は訪問 

看護ステーション等の名称 

指 定 

年月日 

合同会社智福 和歌山市土入168番地53 訪問看護ステーションOhana 
令和 

2.7.1 

 

和歌山県告示第1019号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第59条第1項の

規定により、指定自立支援医療機関（精神通院医療）を次のとおり指定したので公示する。 

令和2年7月21日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

医療機関の名称 医療機関の所在地 

主として担当する医師 

（薬剤師）の氏名又は訪問 

看護ステーション等の名称 

指 定 

年月日 

株式会社KINJITO 大阪府貝塚市小瀬305-9 
訪問看護ステーションナンバーワ

ン 

令和 

2.7.1 

 

和歌山県告示第1020号 

卸売市場法（昭和46年法律第35号）第13条第1項の規定に基づき次のとおり地方卸売市場の認定をした

ので、告示する。 

令和2年7月21日 

 和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 開設者の名称及び住所 
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（1）名称 和歌山東漁業協同組合 

（2）住所 東牟婁郡串本町串本1884番地 

2 地方卸売市場の名称 

和歌山東漁業協同組合南紀串本地方卸売市場 

3 地方卸売市場の位置及び取扱品目 

（1）位置 東牟婁郡串本町串本1884番地 

（2）取扱品目 水産物 

4 認定年月日 

令和2年7月9日 

 

和歌山県告示第1021号 

県営ため池等整備事業につき、その工事が完了したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条

の3第3項の規定により、次のとおり公告する。 

令和2年7月21日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 事業名 県営ため池等整備事業 木津上吉谷池地区 

2 確定年月日 平成29年5月26日 

3 工事を完了した時期 令和2年6月24日 

 

和歌山県告示第1022号 

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の2第1項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 

令和2年7月21日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 解除に係る保安林の所在場所 田辺市中辺路町近露字逢坂2548の7（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 水源の涵
かん

養 

3 解除の理由 道路用地とするため 

（「次の図」は、省略し、その図を和歌山県農林水産部森林・林業局森林整備課及び西牟婁振興局農林

水産振興部林務課並びに田辺市役所に備えて置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第1023号 

森林法（昭和26年法律第249号）第26条の2第1項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。 

令和2年7月21日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 解除に係る保安林の所在場所 田辺市中辺路町近露字逢坂2548の7（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備 

3 解除の理由 道路用地とするため 

（「次の図」は、省略し、その図を和歌山県農林水産部森林・林業局森林整備課及び西牟婁振興局農林

水産振興部林務課並びに田辺市役所に備えて置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第1024号 

次のように保安林の指定施業要件の変更をする予定であるから、森林法（昭和26年法律第249号）第33

条の3において準用する同法第30条の2第1項の規定により告示する。 

令和2年7月21日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  
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1 指定施業要件変更予定保安林の所在場所 東牟婁郡串本町（次の図に示す部分に限る。） 

2 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備 

3 変更後の指定施業要件 

（1）立木の伐採の方法 

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。 

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計

画で定める標準伐期齢以上のものとする。 

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

（2）立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 

次のとおりとする。 

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を和歌山県農林水産部森林・林業

局森林整備課及び東牟婁振興局農林水産振興部林務課並びに串本町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第1025号 

漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第5項において準用する同法第105条の2第3項の規定に

基づき届出のあった特定第2号漁業者の同意について、同法第108条第2項に規定する要件に適合すると認

められるので、同条第5項において準用する同法第105条の2第4項の規定により告示する。 

令和2年7月21日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

漁業災害補償法第104条第2号に掲げる漁業 

区域 区分 加入区の名称 

和歌山北漁業協同組合の地区 和歌山市田野に住所又は根拠地を有する者が

総トン数20トン未満の動力漁船を使用して行

う小型機船底びき網漁業 

田野浦底びき網 

 

和歌山県告示第1026号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第7条第6項

及び第9条第9項の規定により、平成24年5月8日付け和歌山県告示第501号及び平成28年3月29日付け和歌山

県告示第309号で指定した次の土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の指定を解除する。 

令和2年7月21日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

急傾斜地の崩壊 

2 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の名称 

清水上1（Ⅰ-1984） 

3 土砂災害警戒区域の表示 

次の図書のとおり 

（「次の図書」は、省略し、その図面を和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課及び東牟婁振興局新

宮建設部並びに太地町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第1027号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。以下「法」

という。）第7条第1項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域として指定する。 

令和2年7月21日 
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和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

地滑り 

2 土砂災害警戒区域の名称 

上勝神（536）、西ノ側（540） 

3 土砂災害警戒区域の表示 

次の図書のとおり 

4 法第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令

（平成13年政令第84号）で定める事項 

次の図書のとおり 

（「次の図書」は、省略し、その図面を和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課及び那賀振興局建設

部並びに紀の川市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第1028号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。以下「法」

という。）第7条第1項及び第9条第1項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒

区域として指定する。 

令和2年7月21日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域 

（1）土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

土石流及び急傾斜地の崩壊 

（2）土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の名称 

山田川左支渓（3-203-2-008）、山田川左支渓（3-203-2-009）、市脇川右支渓（3-203-2-011）、落

合川上流（五KⅡ10）、神野々1（Ⅰ-3039）、神野々2（Ⅰ-3040）、神野々3（Ⅰ-3041）、神野々4

（Ⅱ-208）、神野々5（Ⅱ-209）、神野々6（Ⅱ-210）、神野々7（Ⅱ-211）、神野々8（Ⅱ-212）、神

野々9（Ⅱ-213）、神野々10（Ⅱ-214）、神野々12（Ⅲ-67）、神野々13（Ⅲ-68）、小原田1（Ⅰ-303

5）、小原田2（Ⅱ-159）、小原田3（Ⅱ-160）、小原田4（Ⅱ-170）、野1（Ⅰ-3068）、野2（Ⅰ-306

9）、野4（Ⅱ-202）、野5（Ⅱ-203）、野6（Ⅱ-204）、野7（Ⅱ-205）、野8（Ⅱ-206）、野9（Ⅱ-21

5）、野10（Ⅲ-72）、岸上1（Ⅰ-3071） 

（3）土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 

次の図書のとおり 

（4）法第9条第2項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令

（平成13年政令第84号。以下「施行令」という。）で定める事項 

次の図書のとおり 

（「次の図書」は、省略し、その図面を和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課及び伊都振興局建設

部並びに橋本市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

2 土砂災害警戒区域 

（1）土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

急傾斜地の崩壊 

（2）土砂災害警戒区域の名称 

神野々11（Ⅱ-374） 

（3）土砂災害警戒区域の表示 

次の図書のとおり 
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（4）法第7条第1項に規定する施行令で定める事項 

次の図書のとおり 

（「次の図書」は、省略し、その図面を和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課及び伊都振興局建設

部並びに橋本市役所に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第1029号 

土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号。以下「法」

という。）第7条第1項及び第9条第1項の規定により、次の区域を土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒

区域として指定する。 

令和2年7月21日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 

急傾斜地の崩壊 

2 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の名称 

清水上1（Ⅰ-1984） 

3 土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域の表示 

次の図書のとおり 

4 法第9条第2項に規定する土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令

（平成13年政令第84号）で定める事項 

次の図書のとおり 

（「次の図書」は、省略し、その図面を和歌山県県土整備部河川・下水道局砂防課及び東牟婁振興局新

宮建設部並びに太地町役場に備え置いて縦覧に供する。） 

 

和歌山県告示第1030号 

建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第1項第5号の規定による道路の位置を次のとおり指定した。 

令和2年7月21日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

指定番号 指 定 位 置 

申 請 者 

住   所 

氏   名 

指定年月日 

道    路 

幅  員 延  長 

メートル メートル 

3527 海南市多田字妙見552番3の

一部 

和歌山市十一番丁10番地 

Jamビル 

株式会社アクティブマドリ

ード 

代表取締役 依岡善明 

令和 

2.7.8 

6.00 47.34 

 

和歌山県告示第1031号 

和歌山県立中学校学習者用コンピュータ賃貸借業務について、一般競争入札により落札者を決定したの

で、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号。以下「特

例政令」という。）第12条及び和歌山県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成7年

和歌山県規則第107号）第10条の規定に基づき、次のとおり公示する。 

令和2年7月21日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 落札に係る特定役務の名称及び数量 

和歌山県立中学校学習者用コンピュータ賃貸借業務 一式 
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2 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

和歌山県教育庁教育総務局総務課 

和歌山市湊通丁北一丁目2番1 

3 落札者を決定した日 

令和2年6月30日 

4 落札者の氏名及び住所 

三菱電機クレジット株式会社関西支店 

大阪府大阪市北区梅田一丁目8番17号 

5 落札金額 

月額661,100円（うち消費税及び地方消費税の額60,100円） 

6 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

7 特例政令第6条の公告を行った日 

令和2年6月9日 

 

和歌山県告示第1032号 

和歌山県立特別支援学校学習者用コンピュータ賃貸借業務について、一般競争入札により落札者を決定

したので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号。以

下「特例政令」という。）第12条及び和歌山県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平

成7年和歌山県規則第107号）第10条の規定に基づき、次のとおり公示する。 

令和2年7月21日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 落札に係る特定役務の名称及び数量 

和歌山県立特別支援学校学習者用コンピュータ賃貸借業務 一式 

2 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

和歌山県教育庁教育総務局総務課 

和歌山市湊通丁北一丁目2番1 

3 落札者を決定した日 

令和2年6月30日 

4 落札者の氏名及び住所 

NTTファイナンス株式会社関西支店 

大阪府大阪市中央区平野町二丁目3番7号 

5 落札金額 

月額730,070円（うち消費税及び地方消費税の額66,370円） 

6 契約の相手方を決定した手続 

一般競争入札 

7 特例政令第6条の公告を行った日 

令和2年6月9日 

 

和歌山県告示第1033号 

地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。）第167条の5第1項及び地方公共

団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号）第4条の規定に基づき、

紀州NETサーバ機器等更新委託及び賃貸借業務に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格及びその資

格審査の申請方法等を次のように定める。 
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令和2年7月21日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 一般競争入札に付する業務の名称等 

（1）調達役務の名称 

紀州NETサーバ機器等更新委託及び賃貸借業務 

（2）調達役務の仕様等 

紀州NETサーバ機器等更新委託及び賃貸借業務仕様書（以下「仕様書」という。）による。 

2 一般競争入札に参加する者の資格 

（1）この一般競争入札に参加する資格を有する者は、資格審査の申請の時点から落札決定の日までの間

において、次に掲げる要件を満たす者とする。 

ア 自治法令第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。 

イ 自治法令第167条の4第2項の規定により一般競争入札の参加の資格を停止されていない者であるこ

と。 

ウ 和歌山県が行う一般競争入札に関する参加資格を停止されていない者であること。 

エ 国税及び都道府県税に未納がない者であること。 

オ この入札に係るシステム更新業務と同種同等規模以上の業務の契約を入札公告の日から起算して

過去5年以内に締結し、適正に履行した実績がある者であること。 

なお、同種とは（ア）に掲げる要件を、同等規模以上とは（イ）に掲げる要件を満たしているも

のとする。 

（ア）24時間365日運用のシステムを冗長化構成（サーバ又はネットワークによる冗長化構成）で構築

又は再構築した実績を有すること。 

（イ）10拠点以上で構成されるシステムを構築又は再構築した実績を有すること。 

カ この入札に係る賃貸借業務と同種同等規模以上の業務の契約を入札公告の日から起算して過去5年

以内に締結し、適正に履行した実績がある者であること。 

なお、同種とは（ア）に掲げる要件を、同等規模以上とは（イ）に掲げる要件を満たしているも

のとする。 

（ア）10拠点以上で構成されるシステムの機器（サーバ機器及びネットワーク機器を含む。）につい

て、メンテナンスリース又はレンタルを行い、かつ、機器保守を行った実績を有すること。 

（イ）（ア）に掲げる業務について、予定価格の50パーセント以上の金額で契約を締結し、適正に履

行した実績を有すること。 

キ 営業品目にソフトウェア開発を有する者であること。 

ク 営業品目に賃貸借を有する者であること。 

ケ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴

力団及びその関係者（以下「暴力団等」という。）が経営していない者並びに暴力団等が経営に実

質的に関与していない者であること。 

コ 暴力団等に対する資金等の供給及び便宜の供与をしていない者であること。 

サ 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき、再生手続開始の申立てがなされていない者、会社

更生法（平成14年法律第154号）に基づき、更生手続開始の申立てがなされていない者及び破産法

（平成16年法律第75号）に基づき、破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 

（2）この入札に係る契約業務を共同して行うことを目的とする複数の団体により構成された組織（以下

「コンソーシアム」という。）として参加する場合は、各構成員が（1）のアからエまで及びケからサ

までに掲げる要件を全て満たし、構成員のうちシステム更新業務を担当する者は（1）のオ及びキに掲

げる要件を、賃貸借業務を担当する者は（1）のカ及びクに掲げる要件をそれぞれ満たしていること。 

3 資格審査申請書類及びその配布方法等 
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（1）この一般競争入札の参加資格の審査の申請に必要な書類は、次のとおりとする。 

ア 申請しようとする者が、コンソーシアムでない場合 

（ア）競争入札参加資格審査申請書 

（イ）事業経歴書 

（ウ）法人にあっては、当該法人の登記事項証明書（提出日において、発行後3か月を経過していない

もの） 

（エ）印鑑証明書（提出日において、発行後3か月を経過していないもの） 

（オ）直近2年分の財務諸表又は決算書（法人にあっては貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動

計算書又はこれらに相当する書類、個人にあっては青色申告書又は白色申告書の写し） 

（カ）使用印鑑届 

（キ）次に掲げる税金に未納がないことを証する納税証明書（提出日において、発行後3か月を経過し

ていないもの） 

a 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税 

b 法人にあっては主たる事務所、個人にあっては住所地が所在する都道府県が課する税全税目 

（ク）誓約書 

（ケ）委任状（申請者が代理人を選任した場合） 

（コ）仕様書に準拠するハードウェア及びソフトウェアの一覧（メーカー名、製品名（型名）、数量、

仕様等を記載したもの）及びその仕様を明らかにする当該製品のカタログ等 

（サ）2の（1）のオに掲げる要件を満たすことを証する業務実績証明書（入札公告の日から起算して

過去5年以内に締結した契約書の写しを添付すること。） 

（シ）2の（1）のカに掲げる要件を満たすことを証する業務実績証明書（入札公告の日から起算して

過去5年以内に締結した契約書の写しを添付すること。） 

（ス）申請者にシステム更新体制が整備されていることを証明するシステム更新体制証明書（障害発

生時の連絡体制図を添付すること。） 

（セ）申請者に保守体制が整備されていることを証明する保守体制証明書で、次に掲げる要件を満た

すもの 

a 障害発生時の連絡体制図を添付していること。 

b 営業所及び待機拠点等における常駐技術者数を記載していること。 

イ コンソーシアムとして申請する場合 

次の（ア）、（コ）及び（ス）から（ソ）までの書類についてはコンソーシアムの代表者が、

（サ）の書類についてはシステム更新業務を担当する構成員が、（シ）の書類については賃貸借業

務を担当する構成員が提出すること。 

また、（イ）から（ケ）までの書類については構成員ごとに提出すること。 

（ア）競争入札参加資格審査申請書（コンソーシアム） 

（イ）事業経歴書 

（ウ）法人にあっては、当該法人の登記事項証明書（提出日において、発行後3か月を経過していない

もの） 

（エ）印鑑証明書（提出日において、発行後3か月を経過していないもの） 

（オ）直近2年分の財務諸表又は決算書（法人にあっては貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動

計算書又はこれらに相当する書類、個人にあっては青色申告書又は白色申告書の写し） 

（カ）使用印鑑届 

（キ）次に掲げる税金に未納がないことを証する納税証明書（提出日において、発行後3か月を経過し

ていないもの） 

a 法人税又は所得税並びに消費税及び地方消費税 
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b 法人にあっては主たる事務所、個人にあっては住所地が所在する都道府県が課する税全税目 

（ク）誓約書 

（ケ）申請者が代理人を選任した場合の委任状（コンソーシアム構成員）及び委任状（コンソーシア

ム代表者） 

（コ）仕様書に準拠するハードウェア及びソフトウェアの一覧（メーカー名、製品名（型名）、数量、

仕様等を記載したもの）及びその仕様を明らかにする当該製品のカタログ等 

（サ）2の（1）のオに掲げる要件を満たすことを証する業務実績証明書（入札公告の日から起算して

過去5年以内に締結した契約書の写しを添付すること。） 

（シ）2の（1）のカに掲げる要件を満たすことを証する業務実績証明書（入札公告の日から起算して

過去5年以内に締結した契約書の写しを添付すること。） 

（ス）申請者にシステム更新体制が整備されていることを証明するシステム更新体制証明書（障害発

生時の連絡体制図を添付すること。） 

（セ）申請者に保守体制が整備されていることを証明する保守体制証明書で、次に掲げる要件を満た

すもの 

a 障害発生時の連絡体制図を添付していること。 

b 営業所及び待機拠点等における常駐技術者数を記載していること。 

（ソ）コンソーシアム協定書の写し 

コンソーシアムの構成員間で締結したものをコンソーシアムとして提出すること。 

（2）資格審査申請時点で、既に和歌山県役務の提供等の契約に係る入札参加資格に関する要綱（平成20

年和歌山県告示第1261号）に基づく審査を経て、現に有効な競争入札参加資格決定通知書を交付され

ている者にあっては、当該通知書の写しを提出することにより、（1）のア又はイに掲げる（イ）から

（オ）まで、（キ）及び（ク）の申請書類に代えることができる。 

（3）（1）のア及びイに掲げる（ア）、（イ）、（カ）、（ク）、（ケ）及び（サ）から（セ）までの申

請書類の用紙については、和歌山県警察本部で定めるものとし、仕様書及びこれらの用紙は、令和2年

7月21日（火）から同月30日（木）までの和歌山県の休日を定める条例（平成元年和歌山県条例第39

号）第1条第1項に定める休日（以下「県の休日」という。）を除く日の午前10時から午後5時までの間、

5に掲げる場所で配布を行う。 

（4）（1）に掲げる申請書類について質問がある者は、令和2年7月21日（火）から同月31日（金）までの

間に和歌山県警察本部警務部情報管理課（以下「情報管理課」という。）に対して書面等（ファクシ

ミリを含む。）により行うものとする。 

4 資格審査申請書類の提出期間及び提出場所 

3の（1）に掲げる申請書類は、令和2年7月21日（火）から同年8月4日（火）までの県の休日を除く日

の午前10時から午後5時までの間に、5に掲げる場所に提出するものとする。 

なお、郵送による場合は、令和2年8月3日（月）午後5時までに5に掲げる場所に必着させなければなら

ない。 

5 資格審査申請書類の配布の場所 

情報管理課 

和歌山市西46番地の1 

郵便番号 640-8313 

電話番号 073-476-0110（代表） 

ファクシミリ番号 073-476-0110 

6 資格審査の結果通知 

資格審査の結果は、郵便により令和2年8月7日（金）までに通知するものとし、コンソーシアムにあっ

ては、構成員のうち代表者に通知する。 
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7 一般競争入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（1）一般競争入札参加資格がないと認められた者は、和歌山県警察本部に対してその理由について説明

を求めることができる。 

（2）（1）の説明は、令和2年8月17日（月）午後5時までに書面により求めることができる。 

（3）（2）の書面は、持参又は書留郵便により5に掲げる場所に提出するものとする。 

（4）説明を求めた者に対する回答は、令和2年8月20日（木）までに当該説明を求めた者に対して書面に

より行うものとする。 

    公安委員会告示 

和歌山県公安委員会告示第41号 

警備業法（昭和47年法律第117号。以下「法」という。）第22条第2項第1号に規定する警備員指導教育

責任者講習（以下「講習」という。）を次のとおり実施する。 

令和2年7月21日 

和歌山県公安委員会委員長 中 野 幸 生  

1 講習に係る警備業務の区分、実施期日、実施場所及び定員 

講 習 区 分 講 習 期 間 場  所 定員 

法第2条第1項第2号の業務（以下「2号警備業務」と

いう。）に係る講習で、2の（1）に掲げる者を対象

とするもの（以下「新規取得講習（2号）」とい 

う。） 

令和2年9月10日（木）から

同月18日（金）までの土曜

日及び日曜日を除く7日間 

和歌山市小松原通一

丁目1番地 

和歌山県民文化会館 

中会議室 

12名 

 

 

2号警備業務に係る講習で、2の（2）に掲げる者を

対象とするもの（以下「追加取得講習（2号）」と

いう。） 

令和2年9月15日（火）から

同月18日（金）までの4日

間 

同上 5名 

法第2条第1項第3号の業務（以下「3号警備業務」と

いう。）に係る講習で、2の（3）に掲げる者を対象

とするもの（以下「新規取得講習（3号）」とい 

う。） 

令和2年9月10日（木）から

同月18日（金）までの土曜

日及び日曜日を除く7日間 

和歌山市小松原通一

丁目1番地 

和歌山県民文化会館

411会議室 

（一部講習は中会議

室で実施） 

5名 

 

3号警備業務に係る講習で、2の（4）に掲げる者を

対象とするもの（以下「追加取得講習（3号）」と

いう。） 

令和2年9月15日（火）から

同月18日（金）までの4日

間 

和歌山市小松原通一

丁目1番地 

和歌山県民文化会館

411会議室 

 

備考 

1 定員は、全区分合わせて22名（うち新規取得講習（3号）及び追加取得講習（3号）は合わせて5

名）とする。 

2 一部の講習については、他の講習と合同で実施する。 

2 講習の対象者 

（1）新規取得講習（2号） 

法第22条第2項に規定する警備員指導教育責任者資格者証又は警備員指導教育責任者及び機械警備業

務管理者に係る講習等に関する規則（昭和58年国家公安委員会規則第2号）第7条に規定する警備員指

導教育責任者講習修了証明書（以下「指導教育責任者資格者証等」という。）の交付を受けていない

者であって、受講申込書等提出時において、次のいずれかに該当するもの 

ア 最近5年間に2号警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上である者 

イ 警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規則」とい

う。）第4条に規定する1級の検定（2号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る法第23条第4項
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の合格証明書（以下「合格証明書」という。）の交付を受けている者 

ウ 検定規則第4条に規定する2級の検定（2号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証明書

の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上2号警備

業務の区分に係る警備業務に従事しているもの 

エ 検定規則附則第3条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会

規則第5号。以下「旧検定規則」という。）第1条第2項に規定する1級の検定（2号警備業務の区分に

係るものに限る。）に合格した者 

オ 旧検定規則第1条第2項に規定する2級の検定（2号警備業務の区分に係るものに限る。）に合格し

た警備員であって、当該検定に合格した後、継続して1年以上2号警備業務の区分に係る警備業務に

従事しているもの 

（2）追加取得講習（2号） 

2号警備業務の区分以外の指導教育責任者資格者証等の交付を受けている者であって、受講申込書等

提出時において、次のいずれかに該当するもの 

ア 最近5年間に2号警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上である者 

イ 検定規則第4条に規定する1級の検定（2号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証明書

の交付を受けている者 

ウ 検定規則第4条に規定する2級の検定（2号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証明書

の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上2号警備

業務の区分に係る警備業務に従事しているもの 

エ 旧検定規則第1条第2項に規定する1級の検定（2号警備業務の区分に係るものに限る。）に合格し

た者 

オ 旧検定規則第1条第2項に規定する2級の検定（2号警備業務の区分に係るものに限る。）に合格し

た警備員であって、当該検定に合格した後、継続して1年以上2号警備業務の区分に係る警備業務に

従事しているもの 

（3）新規取得講習（3号） 

指導教育責任者資格者証等の交付を受けていない者であって、受講申込書等提出時において、次の

いずれかに該当するもの 

ア 最近5年間に3号警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上である者 

イ 検定規則第4条に規定する1級の検定（3号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証明書

の交付を受けている者 

ウ 検定規則第4条に規定する2級の検定（3号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証明書

の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上3号警備

業務の区分に係る警備業務に従事しているもの 

エ 旧検定規則第1条第2項に規定する1級の検定（3号警備業務の区分に係るものに限る。）に合格し

た者 

オ 旧検定規則第1条第2項に規定する2級の検定（3号警備業務の区分に係るものに限る。）に合格し

た警備員であって、当該検定に合格した後、継続して1年以上3号警備業務の区分に係る警備業務に

従事しているもの 

（4）追加取得講習（3号） 

3号警備業務の区分以外の指導教育責任者資格者証等の交付を受けている者であって、受講申込書等

提出時において、次のいずれかに該当するもの 

ア 最近5年間に3号警備業務の区分に係る警備業務に従事した期間が通算して3年以上である者 

イ 検定規則第4条に規定する1級の検定（3号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証明書

の交付を受けている者 
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ウ 検定規則第4条に規定する2級の検定（3号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証明書

の交付を受けている警備員であって、当該合格証明書の交付を受けた後、継続して1年以上3号警備

業務の区分に係る警備業務に従事しているもの 

エ 旧検定規則第1条第2項に規定する1級の検定（3号警備業務の区分に係るものに限る。）に合格し

た者 

オ 旧検定規則第1条第2項に規定する2級の検定（3号警備業務の区分に係るものに限る。）に合格し

た警備員であって、当該検定に合格した後、継続して1年以上3号警備業務の区分に係る警備業務に

従事しているもの 

3 受講を希望する者の手続 

（1）事前申出受付 

受講を希望する者は、令和2年7月28日（火）から同月30日（木）まで（各日とも午前10時から午後5

時まで）の間に、（3）の注意事項に留意の上、和歌山県警察本部生活安全部生活安全企画課（受講受

付専用電話：073-423-3344）に、電話による受講希望の事前申出を行うこと。 

事前申出を行い、（3）により受付がされ、受付番号を取得した者を、受講予定者とする。 

（2）申込受付 

（1）により受講予定者となった者は、令和2年8月4日（火）から同月6日（木）まで（各日とも午前

9時から午後5時までの間）の間に、4及び5の必要書類等を和歌山県内の警察署に提出すること（郵送

による提出は受け付けない。）。 

（3）事前申出及び申込時の注意事項 

ア 事前申出は、受講受付専用電話以外では受け付けない。 

イ 事前申出は、電話1回につき、受講を希望する者1人のみを受け付ける。 

ウ 事前申出は、先着順に受け付け、申込者の人数が定員の数に達し次第、締め切る。 

エ 事前申出及び申込みは、受講を希望する者又は受講予定者に関する受付担当者からの質問等に回

答できる者が行うこと（回答できない場合は受け付けない。）。 

オ 事前申出後において講習の対象者の要件を満たしていないことが判明した場合又は提出期間内に

受講申込書等を提出しなかった場合は、当該事前申出の受付を無効とする。 

カ この講習に関して不明な点がある場合は、事前に8の問合せ先に確認しておくこと。 

4 申込時の必要書類 

（1）新規取得講習（2号）の受講希望者 

ア 警備員指導教育責任者講習受講申込書 1通 

顔写真（6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4セ

ンチメートルのもの）を貼付すること。 

イ 2の（1）に掲げる要件に該当する者であることを証明する次に掲げる書類 

（ア）2の（1）のアに該当する者 

2号警備業務の区分に係る警備業務に従事していたことを証明する警備業者等の作成に係る証明

書（以下「2号警備業務従事証明書」という。）及び履歴書 各1通 

（イ）2の（1）のイに該当する者 

検定規則第4条に規定する1級の検定（2号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証明

書の写し 1通 

（ウ）2の（1）のウに該当する者 

検定規則第4条に規定する2級の検定（2号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証明

書の写し及び2号警備業務従事証明書 各1通 

（エ）2の（1）のエに該当する者 

旧検定規則第1条第2項に規定する1級の検定（2号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る
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合格証の写し 1通 

（オ）2の（1）のオに該当する者 

旧検定規則第1条第2項に規定する2級の検定（2号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る

合格証の写し及び2号警備業務従事証明書 各1通 

（2）追加取得講習（2号）の受講希望者 

ア 警備員指導教育責任者講習受講申込書 1通 

顔写真（6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4セ

ンチメートルのもの）を貼付すること。 

イ 2号警備業務の区分以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し 1通 

ウ 2の（2）に掲げる要件に該当する者であることを証明する次に掲げる書類 

（ア）2の（2）のアに該当する者 

2号警備業務従事証明書及び履歴書 各1通 

（イ）2の（2）のイに該当する者 

検定規則第4条に規定する1級の検定（2号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証明

書の写し 1通 

（ウ）2の（2）のウに該当する者 

検定規則第4条に規定する2級の検定（2号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証明

書の写し及び2号警備業務従事証明書 各1通 

（エ）2の（2）のエに該当する者 

旧検定規則第1条第2項に規定する1級の検定（2号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る

合格証の写し 1通 

（オ）2の（2）のオに該当する者 

旧検定規則第1条第2項に規定する2級の検定（2号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る

合格証の写し及び2号警備業務従事証明書 各1通 

（3）新規取得講習（3号）の受講希望者 

ア 警備員指導教育責任者講習受講申込書 1通 

顔写真（6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4セ

ンチメートルのもの）を貼付すること。 

イ 2の（3）に掲げる要件に該当する者であることを証明する次に掲げる書類 

（ア）2の（3）のアに該当する者 

3号警備業務の区分に係る警備業務に従事していたことを証明する警備業者等の作成に係る証明

書（以下「3号警備業務従事証明書」という。）及び履歴書 各1通 

（イ）2の（3）のイに該当する者 

検定規則第4条に規定する1級の検定（3号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証明

書の写し 1通 

（ウ）2の（3）のウに該当する者 

検定規則第4条に規定する2級の検定（3号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証明

書の写し及び3号警備業務従事証明書 各1通 

（エ）2の（3）のエに該当する者 

旧検定規則第1条第2項に規定する1級の検定（3号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る

合格証の写し 1通 

（オ）2の（3）のオに該当する者 

旧検定規則第1条第2項に規定する2級の検定（3号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る

合格証の写し及び3号警備業務従事証明書 各1通 
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（4）追加取得講習（3号）の受講希望者 

ア 警備員指導教育責任者講習受講申込書 1通 

顔写真（6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4セ

ンチメートルのもの）を貼付すること。 

イ 3号警備業務の区分以外の警備業務の区分に係る指導教育責任者資格者証等の写し 1通 

ウ 2の（4）に掲げる要件に該当する者であることを証明する次に掲げる書類 

（ア）2の（4）のアに該当する者 

3号警備業務従事証明書及び履歴書 各1通 

（イ）2の（4）のイに該当する者 

検定規則第4条に規定する1級の検定（3号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証明

書の写し 1通 

（ウ）2の（4）のウに該当する者 

検定規則第4条に規定する2級の検定（3号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る合格証明

書の写し及び3号警備業務従事証明書 各1通 

（エ）2の（4）のエに該当する者 

旧検定規則第1条第2項に規定する1級の検定（3号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る

合格証の写し 1通 

（オ）2の（4）のオに該当する者 

旧検定規則第1条第2項に規定する2級の検定（3号警備業務の区分に係るものに限る。）に係る

合格証の写し及び3号警備業務従事証明書 各1通 

（5）（1）から（4）までに掲げる書面のうち警備業務従事証明書については、警備業者が既に廃業して

いるなど、警備業務従事証明書を提出できないことについてやむを得ない事情がある場合には、当該

事情を疎明した上で2の（1）のア、ウ若しくはオ、2の（2）のア、ウ若しくはオ、2の（3）のア、ウ

若しくはオ又は2の（4）のア、ウ若しくはオに該当することを誓約する書面及び履歴書を当該警備業

務従事証明書に代えて提出することができる。この場合において、2の（1）のアに該当する者にあっ

ては（1）のイの（ア）に掲げる履歴書の提出を、2の（2）のアに該当する者にあっては（2）のウの

（ア）に掲げる履歴書の提出を、2の（3）のアに該当する者にあっては（3）のイの（ア）に掲げる履

歴書の提出を、2の（4）のアに該当する者にあっては（4）のウの（ア）に掲げる履歴書の提出を省略

することができる。 

5 手数料 

手数料は、申込時に和歌山県証紙により納付すること。 

（1）新規取得講習（2号）38,000円 

（2）追加取得講習（2号）14,000円 

（3）新規取得講習（3号）38,000円 

（4）追加取得講習（3号）14,000円 

6 講習修了証明書の交付等 

（1）各講習の最終日に、受講者に対して修了考査を実施する。 

（2）講習課程を修了し、修了考査に合格した者に、警備員指導教育責任者講習修了証明書を交付する。 

7 講習業務の委託 

講習は、一般社団法人和歌山県警備業協会（所在地 和歌山市西汀丁36番地）に委託して実施する。 

8 問合せ先 

和歌山県警察本部生活安全部生活安全企画課銃砲・営業等許可係 

電話番号 073-423-0110（内線3053、3054） 
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和歌山県公安委員会告示第42号 

令和2年和歌山県公安委員会告示第33号（遊泳区域の指定）の一部を次のように改正する。 

令和2年7月21日 

和歌山県公安委員会委員長 中 野 幸 生  

表中「令和2年6月25日から同年8月31日まで」を「令和2年7月23日から同年8月23日まで」に、「令和2

年6月25日から同年9月30日まで」を「令和2年7月23日から同年8月23日まで」に改める。 

    公     告 

入 札 公 告 

紀州NETサーバ機器等更新委託及び賃貸借業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自

治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「自治法令」という。）第167条の6及び地方公共団体の物品等又

は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成7年政令第372号）第6条の規定に基づき公告する。 

令和2年7月21日 

和歌山県知事 仁 坂 吉 伸  

1 一般競争入札に付する事項 

（1）事業年度 

令和2年度から令和7年度まで 

（2）調達役務の名称及び数量 

紀州NETサーバ機器等更新委託及び賃貸借業務 一式 

（3）履行期間 

ア 紀州NETサーバ機器等更新委託業務 

契約日から令和3年3月31日までの間 

イ 紀州NETサーバ機器等賃貸借業務 

令和3年1月1日から令和7年12月31日までの間 

（4）調達役務の仕様等 

紀州NETサーバ機器等更新委託及び賃貸借業務仕様書（以下「仕様書」という。）による。 

（5）納入場所 

和歌山県警察本部が指定する場所 

（6）入札金額 

総額で入札することとする。 

2 一般競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

令和2年和歌山県告示第1033号に規定する紀州NETサーバ機器等更新委託及び賃貸借業務の一般競争入

札参加資格を有する者であること。 

3 契約条項を示す場所及び期間 

（1）場所 

和歌山県警察本部警務部情報管理課（以下「情報管理課」という。） 

和歌山市西46番地の1 

郵便番号 640-8313 

電話番号 073-476-0110（代表） 

ファクシミリ番号 073-476-0110 

（2）期間 

令和2年7月21日（火）から同月30日（木）までの和歌山県の休日を定める条例（平成元年和歌山県

条例第39号）第1条第1項に定める県の休日を除く日の午前10時から午後5時まで 

4 入札説明書及び仕様書（以下「入札説明書等」という。）を交付する場所及び期間等 
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（1）入札説明書等を交付する場所及び期間は、次のとおりとする。 

ア 場所 

3の（1）に同じ。 

イ 日時 

3の（2）に同じ。 

（2）（1）により交付する入札説明書等に対して質問がある者は、令和2年7月21日（火）から同月31日

（金）までの間に情報管理課に対して書面等（ファクシミリを含む。）により行うものとする。 

5 一般競争入札の執行の場所及び日時等 

（1）一般競争入札の執行の場所及び日時は、次のとおりとする。 

ア 入札場所 

和歌山市小松原通一丁目1番地1 

和歌山県警察本部1階 会議室8 

イ 入札日時 

令和2年8月21日（金）午後2時30分 

ウ 開札場所 

アに同じ。 

エ 開札日時 

イに同じ。 

（2）（1）の入札の執行に当たっては、入札参加者は、和歌山県警察本部から入札参加資格のあることを

確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。 

（3）郵便による入札書の提出を行う者は、この入札に参加する資格があることを確認された旨の通知書

の写しを同封の上、書留郵便により令和2年8月20日（木）午後5時までに情報管理課に必着するように

行わなければならない。 

6 入札方法 

落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算し

た金額（当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。以下「契約希

望金額」という。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書

に記載すること。 

7 入札保証金に関する事項 

（1）入札に参加しようとする者は、その者の見積もる入札金額の100分の5以上の額の入札保証金を納付

しなければならない。 

この入札に係る業務を共同して行うことを目的とする複数の団体により構成された組織（以下「コ

ンソーシアム」という。）として入札に参加するときは、構成員のうち代表者又は代表者から委任さ

れた者が入札保証金を納付すること。 

（2）入札保証金は、落札者のものを除き入札終了後還付する。ただし、落札者には、契約を締結しない

場合を除き契約締結後還付し、又は納付すべき契約保証金に充当することができる。 

（3）入札保証金の納付の方法、納付の免除等は、自治法令第167条の7及び和歌山県財務規則（昭和63年

和歌山県規則第28号。以下「財務規則」という。）第85条から第88条までの規定に定めるところによ

る。 

コンソーシアムとして入札に参加する場合で、構成員のうち代表者が納付の免除を受けることがで

きるときは、コンソーシアムとして納付を免除できるものとする。 

8 契約保証金に関する事項 

（1）契約を締結する者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保証金を納付しなければならない。 
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コンソーシアムとして落札した者が契約を締結するときは、構成員のうち代表者又は代表者から委

任を受けた者が契約保証金を納付すること。 

（2）契約保証金の納付の方法、納付の免除、還付等は、自治法令第167条の16及び財務規則第92条から第

94条までの規定に定めるところによる。 

コンソーシアムとして契約を締結する場合で、構成員のうち代表者が納付の免除を受けることがで

きるときは、コンソーシアムとして納付を免除できるものとする。 

9 入札の無効 

本公告に示した一般競争入札に参加資格のない者及び一般競争入札参加資格の確認について虚偽の申

請を行った者のした入札並びに入札説明書に記載する無効な入札に該当する入札は、無効とする。 

なお、和歌山県警察本部から競争入札参加資格のある旨確認された者であっても、確認の後、入札参

加資格の停止措置を受けて当該停止期間中である者等入札時点で2に定める資格のない者のした入札は、

無効とする。 

10 入札執行方法の細目 

（1）入札の執行方法の細目については、入札説明書に記載するとおりとする。 

（2）この入札の開札には、情報管理課の職員が立ち会うものとする。 

（3）落札者の決定は、財務規則第102条の規定に基づく予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって

申込みをした者を落札者とする。 

（4）落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて、

落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじ

を引かない者があるときは、この者に代わって当該入札事務に関係のない和歌山県警察本部の職員に

くじを引かせるものとする。 

（5）開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札を行う。こ

の場合において、入札の回数は、最初の入札を含め3回までとする。 

（6）再度入札を行う場合において、郵便による入札を行った者で5の（1）に規定する日時に入札場所に

出席していない者は、第2回以降の入札には、参加できないものとする。 

11 契約書作成の要否 

要 

12 契約の締結における和歌山県議会の議決の要否 

否 

13 契約方法 

契約は、落札者と行うものとする。 

14 その他 

（1）この入札及び契約に関する事務を担当する部課の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

ア 名称 

和歌山県警察本部警務部会計課 

イ 所在地 

和歌山市小松原通一丁目1番地1 

郵便番号 640-8588 

電話番号 073-423-0110（代表） 

ファクシミリ番号 073-423-0120 

（2）この入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

15 Summary 

（1）Nature and quanutity of the service to be required : 

Renewal of Wakayama Prefectural Police Information System, “Kishu NET”,and equipment 
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 lease 

（2）Time limit for tender : 

2:30 p.m. Friday 21 August 2020（Deadline for bids submitted by mail : 5:00 p.m.  

Thursday 20 August 2020） 

（3）Contact point for the notice : 

Wakayama Prefectural Police Headquarters 

Police Administration Department 

Finance Section 

1-1-1 Komatsubaradori Wakayama City, 640-8588, Japan 

TEL: 073-423-0110 

FAX: 073-423-0120 

    諸     報 

和歌山県市町村職員共済組合決算公告 

地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）第22条第3項の規定に基づき、令和元年度決算の要旨

を公告する。 

令和2年7月21日 

 和歌山県市町村職員共済組合  

 理事長 小 谷 芳 正  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資
産

負

債

376,738 384,958 20,900,615 1,214,698
335,293 2,632,332 362,278247,249

負債・純資産合計 2,759,185 1,111,011 74,691 559 849,546 0
　純 資 産 合 計 1,841,109

362,278
欠 損 金

247,249 335,293 2,632,332
0 129,489 49,665 18,268,283 852,420

純
資
産

利 益 剰 余 金 1,841,109
　負 債 合 計 918,076 1,111,011 74,691 559 849,546

849,546 0 127,557 17,571 25,352 852,419
1,932 32,094 18,242,931 1

固 定 負 債 596,125
流 動 負 債 321,951 1,111,011 74,691 559

849,546 0 376,738 384,958 20,900,615 1,214,698
0 801 1 19,379,016 1,108,989

　　 資　産　合　計 2,759,185 1,111,011 74,691 559

375,937 384,957 1,521,599 105,709
固 定 資 産 809,000

５　貸借対照表の要旨 （単位：千円）

流 動 資 産 2,759,185 1,111,011 74,691 559 40,546 0

0 0 10,903 18,039 84,784 △ 1,809
738 255,348 313,252 209,643 16,862

差引当期利益金又は当期損失金（△） 390,981 0 0 0
計 8,922,934 18,674,272 1,192,835 87,791 8,084

前期損益修正損
次年度支払準備金 596,125

4,832 464 1,295 209その他の支出 3,961
他経理へ繰入金 31,438

71,624 958
連合会拠出金 544,939
連合会払込金 107,256 18,674,272 1,192,835 87,791
介護納付金 873,067
退職者給付拠出金 169
病床転換支援金 9
後期高齢者支援金 1,764,752

738 179,081 8,817
前期高齢者納付金 1,083,043
支払利息 8,084

13,232 3,363
20,817 3,623 4,529 1,112

連合会分担金
負担金

1,645 2,735 2,691 305
9,219 7,026 2,897 764

貸借料

14,897 1,609 1,748 498
委託費

24,674
旅費・事務費

14 18
特定健康診査等費

4,181
厚生費 149 255,260

118,933 14,498 17,388

支

出

給付金 3,918,175
職員給与

8,084 738 266,251 331,291 294,427 15,053計 9,313,915 18,674,272 1,192,835 87,791
前年度支払準備金 579,348

31,438
22 73 19,455

他経理から繰入金
その他の収入 26,967

8,084 738 323 321 274,972 4
73,247 140

利息及び配当金 1,523
連合会交付金

14,909組合員貸付金利息
育児・介護休業手当金交付金 340,014

163,789
高額医療交付金 78,389
掛金 4,165,513 596,414

161,221 167,108
組合員保険料 7,261,252

業務 保健 貯金 貸付
負担金 4,122,161 11,413,020 596,421 87,791

４　損益計算書の要旨 （単位：千円）

収

入

経理区分 短期 厚生年金保険 退職等年金 経過的長期 退職等年金預託金管理 経過的長期預託金管理

人 員 18 2 2 1 23
経 理 単 位 業務 保健 貯金 貸付 合計

0 355,959 395,239 380,545

３  組合職員の数は、次のとおりである。 （単位：人）

0 52 5,342 5,080
一人当たり標準報酬月額（円） 393,442 697,391 407,703 500,000 714,286

0 146 13,515 13,350
標準報酬月額（百万円） 4,684 16 584 1 5

継続長期組合員 任意継続組合員 合計 第三号厚生年金被保険者

組合員数（人） 11,906 23 1,432 1 7
組合員種別 一般組合員 市町村長組合員 特定消防組合員 長期組合員 市町村長長期組合員

9 20 1 41 71

２  組合員数及び標準報酬月額は、次のとおりである。

１  組合に属する地方公共団体等
市 町 村 一部事務組合等 合計


